
議 案 第 ８ １ 号  

 

 

伊 丹 市 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

別 記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

 

 

 

 

理  由  

 伊 丹 市 災 害 弔 慰 金 等 支 給 審 査 委 員 会 を 設 置 す る ほ か ， 所 要 の 規 定

整 備 を 行 う た め 。  

 

議81



伊 丹 市 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 （ 令 和 ７ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ９ 年 伊 丹 市 条 例

第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 お よ び 第 １ ０ 条 第 １ 項 」 を 「 ， 第 １ ０ 条 第 １ 項 お よ び

第 １ ８ 条 」 に ， 「 災 害 弔 慰 金 お よ び 災 害 障 害 見 舞 金 の 支 給 な ら び に

災 害 援 護 資 金 の 貸 付 け 」 を 「 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 」 に 改 め る 。  

第 １ ５ 条 第 ３ 項 中 「 行 な わ な け れ ば 」 を 「 行 わ な け れ ば 」 に 改 め

る 。  

第 ２ １ 条 を 第 ２ ２ 条 と し ， 第 ２ ０ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 伊 丹 市 災 害 弔 慰 金 等 支 給 審 査 委 員 会 ）  

第 ２ １ 条  法 第 １ ８ 条 の 規 定 に よ り ， 市 長 の 附 属 機 関 と し て ， 伊 丹

市 災 害 弔 慰 金 等 支 給 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置

く 。  

２  委 員 会 は ， 市 長 の 諮 問 に 応 じ ， 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 調 査 審

議 し ， 答 申 す る 。  

⑴  弔 慰 金 お よ び 災 害 障 害 見 舞 金 の 支 給 に 係 る 死 亡 ま た は 障 害 と

災 害 と の 因 果 関 係 の 判 定 に 関 す る こ と 。  

⑵  前 号 の 判 定 に 係 る 基 準 の 検 討 に 関 す る こ と 。  

⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 弔 慰 金 お よ び 災 害 障 害 見 舞 金 の

支 給 に 関 し 必 要 な 事 項  

３  委 員 会 は ， 委 員 ５ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

４  委 員 は ， 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら ， 市 長 が 委 嘱 し ， ま た は 任 命

す る 。  

⑴  医 師  

⑵  弁 護 士  

⑶  識 見 を 有 す る 者  

５  委 員 の 任 期 は ， ３ 年 と す る 。 た だ し ， 補 欠 の 委 員 の 任 期 は ， 前

任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

６  委 員 は ， 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  
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７  委 員 は ， 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を

退 い た 後 も 同 様 と す る 。  

８  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か ， 委 員 会 の 組 織 お よ び 運 営 に 関 し 必

要 な 事 項 は ， 規 則 で 定 め る 。   

付  則  

こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

議81-3＊


